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第３１回静岡県すこやか長寿祭スポーツ・文化交流大会について 

 

 時下ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。 

 日ごろ、当財団の運営につきましては、格別の御指導、御支援を賜り、厚く

お礼申し上げます。 

 さて、「第３１回静岡県すこやか長寿祭スポーツ・文化交流大会」の延期して

いる競技は、県と協議の結果、下記留意点に御理解、御協力をいただいた上で、

実施することとします。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、競技団体の皆様には御負担をおか

けし恐縮ですが、御理解をいただきますようお願いいたします。 

 今後とも、当財団の運営につきまして、御支援をいただきますようお願い申

し上げます。 

 

記 

 

１ 実施上の留意点 

①一度に集合する参加者を 100人以下に抑えてください。 

※一度に 100 人を超えないよう、試合時間をずらす（午前・午後に分

ける）、複数のコートやコースを利用し、100 人以下に分散させると

ともに、試合の終わった方から随時解散するなど工夫をしてください。 

※屋内施設は、施設定員の 50％以下になるようにしてください。 

②開会式等は取り止めください。 

※選手全員が集まり密集・密接状態となるものは避けてください。閉

会式、表彰式も同様です。 

  ③入口で消毒をしてください。 

  ④マスクを常時着用してください。 

※運動を伴う競技の選手のみ、競技中は状況に応じ除外します。 

※マスクは参加選手に持参をお願いしてください。 

  ⑤休憩、更衣スペースを分散化してください。 

  ⑥風邪、味覚障害、発熱等の症状がある選手・役員は参加できません。 

    ※開催２週間前から検温を実施するなど、体調管理に十分留意するよ

う選手に周知してください 



  ⑦２週間以内に４月 16 日時点で特別警戒都道府県に指定された 13 の都道

府県（注１）や国外などの感染リスクの高い地域を訪問した選手・役員は

参加できません（当該地域からの訪問者との接触も含みます）。 

（注１）特別警戒都道府県に指定された 13の都道府県 

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県、北海道 

茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府 

  ⑧応援を自粛してください。 

    ※関係者（選手・役員）以外は入場を禁止してください。 

  ⑨「屋内スポーツ施設等における感染防止対策（チェックリスト）」に沿っ

て実施してください。 

  ⑩熱中症対策をしてください。 

※「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」（日本スポーツ協会発

行）を添付しますので、参考にしてください。 

※開始時間を早める、試合時間の短縮（イニング数やセット数、ラウ

ンド数の短縮、トーナメント戦導入等）、こまめな水分補給、日陰の

待機場所を作る（テント、日傘等）などの対策をお願いします。 

  ⑪参加者名簿（氏名・住所・電話番号）を作成・保管ください。 

  ⑫この他、日本スポーツ協会や各競技組織が定めた「感染拡大予防ガイド

ライン」に沿って、競技運営を行ってください。 

※「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」（日

本スポーツ協会ほか発行）を添付しますので、参考にしてください。 

  ⑬今後の感染状況により、中止をお願いする場合があります。 

※中止により発生した経費は当財団で補償します。 

 

２ 財団の対応（運営補助） 

  ①派遣を希望した競技に看護師を派遣します。（経費は財団で負担します） 

  ②競技当日は職員が運営の補助をします。（検温、受付等） 

  ③消毒液、マスク（忘れた方用）などの感染予防用品を提供します。 

  ④参加者への留意点をまとめたチラシを作成、人数分用意します。 

 

３ 競技団体から参加者への事前周知のお願い 

  ①当財団で作成したチラシを、参加者全員に開催日の 20日前までに郵送し、

周知をお願いします。（郵送代は財団負担金の中から支出ください） 

 

４ ねんりんピックについて 

  ①現時点では予定どおり開催の方針ですが、６月中に最終的な開催の可否

（延期、中止を含む）を岐阜県が判断することになりました（岐阜県発表）。 
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